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①書面による説明

②契約

③事前届出

④変更命令 ⑤契約

⑤告知

発注者発注者 元請業者元請業者

下請業者下請業者
届出事項に関す
る書面の作成

分別解体等の計画
（届出書）の作成届出の受理・確認

受 注 者受 注 者
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分別解体等
の実施

・分別解体等に係る施工方法に関する基準
・技術管理者の設置
・現場における標識の掲示 等

受 注 者受 注 者

再資源化等
の実施

・特定建設資材廃棄物は再資源化を義務付け
・指定建設資材廃棄物（木材）は一定の基準を
満たす場合のみ縮減（単純焼却等）を許容
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助言・勧告・命令等
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助言・勧告・命令等

元請業者元請業者

再資源化等の
完了確認

発注者発注者

⑥書面による
完了報告
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⑦再資源化が適正に
行われなかっ
た場合の申告

国の基本方針

都道府県の実施指針

解体工事業者
の登録制度
（建設業許可業
者は登録不要）

建設リサイクル法の仕組み

処

理
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＜対象建設工事＞
特定建設資材を用いた建築物等に係る以下の工事
(1)建築物解体工事：床面積合計80m2以上
(2)建築物新築・増築工事：床面積合計500m2以上
(3)建築物修繕・模様替等：請負代金１億円以上
(4)その他の工作物工事：請負代金500万円以上

＜特定建設資材＞
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

助言・勧告・命令等
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（※）神戸市においては、　　　都道府県知事に代わり、神戸市長が行う。




